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１　予算議案

（１）令和４年度一般会計補正予算総括表

（単位：千円)

補正前の額 補正額 計

特 定 財 源

国庫支出金 県　債 その他

総 務 費 1,859,163 6,390 1,865,553 2,000 0 0 4,390

民 生 費 543,017 1,236 544,253 0 0 0 1,236

衛 生 費 4,028,038 7,936 4,035,974 2,660 0 1,140 4,136

教 育 費 29,391,313 55,620 29,446,933 55,620 0 0 0

災害復旧費 15,400 54,000 69,400 0 54,000 0 0

計 35,836,931 125,182 35,962,113 60,280 54,000 1,140 9,762

6,432,610 69,562 6,502,172 4,660 54,000 1,140 9,762

29,404,321 55,620 29,459,941 55,620 0 0 0

補 正 額 の 財 源 内 訳
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　（１）一般会計補正予算の内訳（２）一般会計補正予算の内訳

 （　項　）総務管理費
（単位：千円）

国支出金 県債 その他

1 ．一般管理費 547,360 4,390 551,750 0 0 0 4,390 1．給与改定に伴う補正 4,390

2 ．県民生活 264,164 2,000 266,164 2,000 0 0 0 1．消費者対策費 2,000
行政費

811,524 6,390 817,914 2,000 0 0 4,390

 （　項　）児童福祉費
（単位：千円）

国支出金 県債 その他

1 ．児童福祉 160,282 1,236 161,518 0 0 0 1,236 1．給与改定に伴う補正 1,236
総務費

160,282 1,236 161,518 0 0 0 1,236

 （　項　）環境保全費
（単位：千円）

国支出金 県債 その他

1 ．環境保全 889,381 4,136 893,517 0 0 0 4,136 1．給与改定に伴う補正 4,136
総務費

2 ．生活環境 308,248 3,800 312,048 2,660 0 繰入金 0 1．瀬戸内海環境保全 3,800
対策費 1,140 　 対策費

1,197,629 7,936 1,205,565 2,660 0 1,140 4,136

 （　項　）公共施設災害復旧費
（単位：千円）

国支出金 県債 その他

1 ．公共施設 15,400 54,000 69,400 0 54,000 0 0 1．単独事業 54,000
災害復旧費

 (1)現年発生災害公園施設 54,000
　　復旧費

15,400 54,000 69,400 0 54,000 0 0

計
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（１）条例の改正

○　広島県立もみのき森林公園設置及び管理条例の一部を改正する条例

（２）その他の議案

○　公の施設の指定管理者の指定について

　公の施設の指定管理者を次のとおり指定

施設の名称 指定管理者となる団体の名称 指定期間

 広島県民文化センター
 ＲＣＣ文化センター・イズミテクノホールマネジメント
 グループ共同事業体

R5.4.1～
R10.3.31

 牛小屋高原公園施設  株式会社恐羅漢
R5.4.1～
R10.3.31

 広島県立もみのき森林公園  もみのき森林公園管理グループ
R6.4.1～
R21.3.31

２　予算以外の議案

　広島県立もみのき森林公園について，利用料金制の対象となる施設の範囲を見直すこと等に
より，民間事業者の投資と創意工夫による公園の魅力向上を図るため，必要な規定を改正
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